
持

揃えて書いてください。

「支払確定年月又は支払を受けた年月」欄……無記名株式等の配当などについては、支払を受けた年月を書き、記名株式等

の配当などについては、決算確定の年月のようにその支払を受けるべき金額が確定した年月を書いてください。なお、原稿料、

印税、医師や弁護士、税理士などの報酬で同じ支払者から支払を受けた１年分を一括して書いたものについては書き入れる必要

はありません。

持

※　特定口座に受け入れられた利子及び配当については、所得の種類を区分せず、まとめて「利子・配当」と記載しても差し支えありません。

給与、雑などと書いてください。また、申告分離課税を選択した配当所得については、その「配当」の文字を○で囲んでください。

なお、所得の種類が同じものは、できるだけ欄がとびとびにならないように揃えて書いてください。

○　この所得の内訳書は、例えば、多くの支払先から、利子、配当、給与、報酬、料金、原稿料、印税などの支

払を受けていたり、貸家や貸地などを数多く持っているなど、同じ種類の所得が多くあるため、申告書第二表

の「所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）」欄に書ききれない場合に、申告書の付属書と

して使用するために用意したものです。

源泉徴収税額を
差し引かれる前の
収 入 金 額

源泉徴収税額

　　　　年分（ ）

02.11

（４）「所得の基因となる資産の数量」欄……不動産所得、利子所得、配当所得についてだけ書いてください。書き方は、不動産所

　 得については、貸地の面積、貸家の戸数など、利子所得については、元本の金額、口数など、配当所得については、株式の銘柄ごと

　 の株式数などを書いてください。

（５）「源泉徴収税額」欄……配当、給与、原稿料などの所得について、その支払を受ける際に源泉徴収される所得税及び復興特別

　 所得税の源泉徴収税額を書いてください。

　 　※　まだ配当、給与などの支払を受けていない場合で、その未払となっている所得についての所得税及び復興特別所得税の源泉

　 　　徴収税額があるときは、その金額を「源泉徴収税額」欄に内書きしてください。

（６）「支払確定年月又は支払を受けた年月」欄……無記名株式等の配当などについては、支払を受けた年月を書き、記名株式等の

　 配当などについては、決算確定の年月のようにその支払を受けるべき金額が確定した年月を書いてください。なお、原稿料、印

　 税、医師や弁護士、税理士などの報酬で同じ支払者から支払を受けた１年分を一括して書いたものについては書き入れる必要は

　 ありません。
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添付書類
（国民年金保険料の支払証明書など）

源泉徴収税額を
差し引かれる前の
収 入 金 額

　　　　年分（ ）
源泉徴収税額
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添付書類
（国民年金保険料の支払証明書など）

源泉徴収税額を
差し引かれる前の
収 入 金 額

　　　　年分（ ）
源泉徴収税額

所得の内訳書-うら_20200916



持

揃えて書いてください。

「支払確定年月又は支払を受けた年月」欄……無記名株式等の配当などについては、支払を受けた年月を書き、記名株式等

の配当などについては、決算確定の年月のようにその支払を受けるべき金額が確定した年月を書いてください。なお、原稿料、

印税、医師や弁護士、税理士などの報酬で同じ支払者から支払を受けた１年分を一括して書いたものについては書き入れる必要

はありません。

持

※　特定口座に受け入れられた利子及び配当については、所得の種類を区分せず、まとめて「利子・配当」と記載しても差し支えありません。

給与、雑などと書いてください。また、申告分離課税を選択した配当所得については、その「配当」の文字を○で囲んでください。

なお、所得の種類が同じものは、できるだけ欄がとびとびにならないように揃えて書いてください。

○　この所得の内訳書は、例えば、多くの支払先から、利子、配当、給与、報酬、料金、原稿料、印税などの支

払を受けていたり、貸家や貸地などを数多く持っているなど、同じ種類の所得が多くあるため、申告書第二表

の「所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）」欄に書ききれない場合に、申告書の付属書と

して使用するために用意したものです。

源泉徴収税額を
差し引かれる前の
収 入 金 額

源泉徴収税額

　　　　年分（ ）

02.11

（４）「所得の基因となる資産の数量」欄……不動産所得、利子所得、配当所得についてだけ書いてください。書き方は、不動産所

　 得については、貸地の面積、貸家の戸数など、利子所得については、元本の金額、口数など、配当所得については、株式の銘柄ごと

　 の株式数などを書いてください。

（５）「源泉徴収税額」欄……配当、給与、原稿料などの所得について、その支払を受ける際に源泉徴収される所得税及び復興特別

　 所得税の源泉徴収税額を書いてください。

　 　※　まだ配当、給与などの支払を受けていない場合で、その未払となっている所得についての所得税及び復興特別所得税の源泉

　 　　徴収税額があるときは、その金額を「源泉徴収税額」欄に内書きしてください。

（６）「支払確定年月又は支払を受けた年月」欄……無記名株式等の配当などについては、支払を受けた年月を書き、記名株式等の

　 配当などについては、決算確定の年月のようにその支払を受けるべき金額が確定した年月を書いてください。なお、原稿料、印

　 税、医師や弁護士、税理士などの報酬で同じ支払者から支払を受けた１年分を一括して書いたものについては書き入れる必要は

　 ありません。
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